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雇用形態・家族構成と栄養素摂取の関係
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目的　本研究は， 勤労世代（20–64歳）の雇用形態および家族構成と栄養素等摂取の過不足状況と

の関連を分析することを目的とする。

方法　厚生労働省「国民健康・栄養調査」と「国民生活基礎調査」（2019年）を突合したデータ（n ＝  
2,701）を用いて， 勤労世代の栄養素等摂取の過不足率を推計した。過不足率の推計には， 栄

養素摂取量を， 総エネルギー摂取量（kcal）で除して， 性別および年齢区分別の推定エネル

ギー必要量を乗じた値を日本人の栄養摂取基準と比較した。その上で， それらと， 雇用形態

（正規・非正規・無職）および家族構成（一人暮らし， 夫婦のみ， ふたり親と子［親， 子］， ひ

とり親と子［親， 子］， 三世代［親， 子］， その他の家族構成）別のカイ二乗分析， および過不

足であるか否かを被説明変数とし， 雇用形態， 家族構成， 年齢， 都市規模， 都道府県による

統制をしたロジスティック回帰分析を行った。

結果　雇用形態により， 女性では 3 つの栄養素の不足者の割合に統計的に有意な差が 2 変数のカ

イ二乗分析で見られたが， 男性では見られなかった。家族構成別には， 男性では10の栄養

素， 女性では14の栄養素で過不足者の割合に有意差が見られ， 男性では「三世代」世帯の親，

また， 女性では，「一人暮らし」の栄養素不足の割合が高い栄養素が多かった。しかし， ロジ

スティック解析の結果からは， 男性の非正規労働者は， 正規労働者に比べ， 総食物繊維， 葉

酸， カリウム， マグネシウムにおいて不足者の割合が有意に高かった。女性では， 雇用形態

により， n6系脂肪酸， 総食物繊維， ビタミン A， ビタミン C， 食塩相当量， マグネシウムにて

過不足者の割合に有意に差があった。また， 男性では14， 女性では16の栄養素について， 家

族構成により過不足者の割合に有意に差があった。男性については，「一人暮らし」と「三世

代」の「親」は，「ふたり親と子」世帯の「親」よりも不足者の割合が有意に高い栄養素が

あった。女性については， 16の栄養素のうち， 9 つの栄養素において「ふたり親と子」世帯の

「子」， 8 つの栄養素において「夫婦のみ」世帯は，「ふたり親と子」世帯の「親」に比べ， 栄養

素摂取過不足者の割合が有意に低かった。

結論　現役世代における栄養格差は， 働き方や家族構成といった要素と関連していた。また，「ふ

たり親と子」世帯の「親」の男女や，「三世代」世帯の「親」など， これまで着目されてこな

かった層における栄養素の過不足が検証され， 様々な要因に対応した政策を考案する必要が

ある。
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Ⅰ 緒 言

近年， ようやく日本においても社会経済階層によ

る栄養格差の実態が明らかにされるようになってき

た。とくに注目されるのは， 食費や食習慣， 食品摂

取の頻度といった間接的な情報ではなく， 直接的

に， 食品摂取量や栄養素摂取量を分析対象とする研

究の台頭である。2010年代以降には， 研究者らが独

自に行った栄養調査に基づく研究1～4) が次々と報告

され始めたほか， 2010年には， 厚生労働省「国民健

康・栄養調査」の調査票に， 簡易な 3 区分の所得に

関する設問が導入され， 所得階層別の栄養素摂取状

況の分析が加速した5,6)。さらに，「国民健康・栄養
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調査」を， 同省の「国民生活基礎調査」と突合した

データを用いた研究も， 徐々に増えており，「国民

生活基礎調査」世帯票に含まれる世帯消費額や学歴

といった社会経済階層（SES）と栄養素摂取状況の

関連が明らかにされてきた7～12)。これら先行研究に

よって，（等価）世帯消費額7～9) や食費10)，「食料を

入手することができなかった」といった金銭的制

約11)， そして学歴9) が， 栄養素摂取と関係している

ことが立証されてきている。その結果， 日本におい

ても SES による栄養格差が生じており， 世帯所得・

消費額が高く， 金銭的な制約が少ない， また， 学歴

が高い世帯や個人ほど， 総エネルギー量を始め， 栄

養素摂取量が多いことが示されている1～4,7～9)。

このように， 日本の食品・栄養素摂取と SES と

の関連は， 世帯所得または消費額， および， 学歴を

説明変数として分析されてきた。しかし， 食の問題

は， 金銭的制約のみから発生するわけではない。

「国民健康・栄養調査」の回答者による自己申告に

おいても，「健康的な食習慣を妨げる要因」とし

て， 金銭的制約を挙げる回答者は少なく， 最も多い

のは，「仕事（家事・育児等）が忙しくて時間がな

い」， 次が「面倒くさい」といった料理へのモチ

ベーションの問題であった5)。また，「外食が多い」

といった要因や，「自分を含め， 家で用意する者が

いない」などの家族構成の要因を挙げる回答者もい

る5)。このような時間的制約や家族構成の要因は，

長時間労働者， 不安定就労者や， ひとり親世帯など

社会的弱者， および， 子育てと仕事の両立が迫られ

る子育て世帯の親などにも存在すると考えられる。

また， 子育て中の女性や， ひとり親世帯の親は家庭

と仕事の両立のために最も時間的制約を受けてお

り13)， この時間的制約によって健康な栄養素摂取が

阻まれている可能性もある。しかしながら， 先行研

究においては， 働き方や家族構成が大きく異なる現

役期と高齢期を一緒に分析していたり7,10)， 共分散

分析によって群間の差を検証したりしたのみであ

り9)， 栄養格差の背後にあるかもしれない働き方や

家族構成と栄養素摂取の関連について十分な検討が

なされているとは言えない。

そこで本稿では， 厚生労働省「国民健康・栄養調

査」と「国民生活基礎調査」と突合したデータを用

いて， どのような雇用形態や， 家族構成がどのよう

な栄養素の過不足と関連しているのかを明らかにす

る。分析対象は， 勤労世代（20～64歳）に絞る。勤

労世代に限って分析することにより雇用形態や家族

構成と栄養素摂取状況の関係がより鮮明になると考

えられる。また， 栄養素摂取状況については， 栄養

素摂取量の平均値ではなく， 必要な栄養素を摂取す

ることができない割合（もしくは過剰摂取してしま

う割合）に着目する（以降，「過不足率」）。これに

よって， 政策的に介入が必要な対象者の属性や， 彼

らにどのような栄養的支援が必要であるのかが明確

になると考えられる。

Ⅱ 研 究 方 法

1. データ
本稿で用いるのは令和元（2019）年の厚生労働省

「国民健康・栄養調査」と「国民生活基礎調査」を

個人で突合したデータである。両調査の二次利用に

際しては， 厚生労働省より承認を受けて行っている

（令和 5 年 8 月14日付厚生労働省発健0814第 2 号，

および令和 5 年 2 月17日付厚生労働省発政統0217
第 1 号）。分析対象者は， 20歳から64歳の， 妊婦お

よび栄養データが欠如している者を除く2,701人（男

性1,262人， 女性1,439人）である。分析軸となる個

人属性の変数の単純集計表を表 1 に示す。雇用形態

については，「正規雇用」「非正規雇用」「無職」「不

詳」の 4 タイプ， 家族構成については，「国民生活

基礎調査」による分類に従って，「一人暮らし」，

「夫婦のみ」，「ふたり親と子」，「ひとり親と子」，

「三世代」，「その他の家族構成」の 6 タイプとし

た。しかし，「ふたり親と子」「ひとり親と子」「三

世代」については， 親の場合と子の場合によって状

況が異なると考えられるため「親」と「子」を別に

集計した。「三世代」世帯では， 世帯主と配偶者は

祖父母である可能性が高いため， 世帯主の子を

「親」， 世帯主の「孫」を「子」としている。また，

これら 3 家族構成の中で「親」または「子」でない

世帯員（三世代世帯の祖父母など）は「親， 子以外

の世帯員」としている。なお， 家族構成における

「子」は世帯主からみた続柄を指しており， 年齢の

制限はない。

2. 分析手法
「国民健康・栄養調査」は， 各世帯における 1 日

に摂取した食品とその摂取量を訊ねており， 各料理

について， 回答者が世帯内での摂取割合（父親

30%， 母親30%， 子ども20%， 祖母20% など）を

記載してもらう案分法を採用している14)。その上

で， これらの食品摂取量を栄養素摂取量に換算した

値がデータとして提供されている。本分析は， 栄養

素摂取量の過不足に着目するため， 厚生労働省「日

本人の食事摂取基準2015年版（以下， 食事摂取基

準）」15) による年齢と性別を考慮した基準値を参照

した。栄養素の指標は，「目標量」を採用した。「目

標量」の算定が無い場合は「推定平均必要量」ある

いは「目安量」を採用した。なお，「目標量」は，
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生活習慣病の予防を目的として， 特定の集団におい

て， その疾患のリスク等が低くなると考えられる栄

養状態が達成される量，「推定平均必要量」は， 当

該集団に属する50% の人が必要量を満たすと推定

される摂取量，「目安量」は，「推定平均必要量」が

算定できない場合に算定するものとされ， 特定の集

団における， ある一定の栄養状態を維持するのに十

分な量として定義されている。分析においては， 栄

養素摂取量のエネルギー調整のために密度法を用

い， 栄養素摂取量を， 総エネルギー摂取量（kcal）
で除して， 食事摂取基準に基づく性別および年齢区

分別推定エネルギー必要量を乗じて， エネルギー調

整後の栄養素摂取量を算出した。これにより得られ

た値を， 同基準における各栄養素の目標量または推

定平均必要量等と比較し， 栄養素摂取量が充足して

いるか否かを判定する二値変数を作成した。エネル

ギー比率については， 総エネルギーに占める割合が

目標量よりも多い者と少ない者の合計の割合を過不

足率とした。

本稿が着目した説明変数は， 雇用形態と家族構成

である。これらの変数は， 性別によって栄養摂取に

対する影響が異なると考えられるため， すべての集

計は男女別に行った。まず， 雇用形態別， 家族構成

別に過不足率の集計を行い， 属性による差の有無に

ついてカイ二乗分析によって確認した。しかし， こ

れのみでは， ほかの要因（たとえば， 年齢）による

「見せかけの関連」の可能性を排除できないため，

他の要因も考慮したロジスティック回帰分析を行っ

表 1 基本統計量

男性 女性

n % n % n %
全体 n 2,701 100.0 1,262 100.0 1,439 100.0

年齢層

（%）

20–29歳 305 11.3 153 12.1 152 10.6
30–39歳 468 17.3 221 17.5 247 17.2
40–49歳 743 27.5 348 27.6 395 27.4
50–59歳 745 27.6 337 26.7 408 28.4
60–64歳 440 16.3 203 16.1 237 16.5

都市規模

（%）

大都市 476 17.6 215 17.0 261 18.1
人口15万人以上の市 916 33.9 414 32.8 502 34.9
人口 5～15万人の市 806 29.8 396 31.4 410 28.5
人口 5 万人未満の市 201 7.4 93 7.4 108 7.5

郡部 302 11.2 144 11.4 158 11.0

雇用形態

（%）

正規雇用 1,212 44.9 801 63.5 411 28.6
非正規雇用 619 22.9 137 10.9 482 33.5

無職 423 15.7 89 7.1 334 23.2
不詳 447 16.5 235 18.6 212 14.7

家族構成 一人暮らし 154 5.7 91 7.2 63 4.4
夫婦のみ 454 16.8 200 15.8 254 17.7

ふたり親と子（親） 998 36.9 464 36.8 534 37.1
　　　　　　（子） 264 9.8 134 10.6 130 9.0
ひとり親と子（親） 79 2.9 28 2.2 51 3.5
　　　　　　（子） 81 3.0 39 3.1 42 2.9
三世代　　　（親） 187 6.9 89 7.1 98 6.8
　　　　　　（子） 28 1.0 15 1.2 13 0.9

親， 子以外の世帯員（*1） 171 6.3 75 5.9 96 6.7
その他の家族構成　（*2） 170 6.3 72 5.7 98 6.8

*1 「親， 子以外の世帯員」は，「ふたり親と子」「ひとり親と子」世帯に含まれる世帯主本人， 配偶者， 子， 子の配偶
者以外の構成員と，「三世代」世帯の世帯主の子（＝「親」）， 世帯主の孫（＝「子」）以外の構成員。大多数は「三世代」
世帯の祖父母。
*2 「その他の家族構成」は，「一人暮らし」「夫婦のみ」「ふたり親と子」「ひとり親と子」「三世代」に分類されない
家族構成に属する世帯員（「兄弟のみ」「世帯主と親戚」など）
出所：令和元年「国民健康・栄養調査」および「国民生活基礎調査」から筆者計算。
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た。具体的には， 各栄養素それぞれについて， 基準

値に比べて摂取量に過不足があるか否かを被説明変

数とし， 雇用形態（「正規」＝base）と家族構成（「ふ

たり親と子世帯の親」＝base）を同時に投入したモ

デルを推計した。モデルには， コントロール変数と

して， 年齢， 都市規模（「大都市」＝base，「人口15
万人以上の市」，「人口 5 万人以上15万人未満の

市」，「人口 5 万人未満の市」，「郡部」）， 都道府県

（東京都＝base， 他46道府県）を投入した。なお，

「ふたり親と子」，「ひとり親と子」，「三世代」世帯

にて「親」または「子」と分類できない世帯員は家

族構成を扱う分析から除いた。すべての統計分析

は， STATA MA 17の統計解析ソフトを用いて行っ

た。

Ⅲ 研 究 結 果

1. カイ二乗分析
1) 基本統計量（表 1）
分析対象者の年齢は50歳代， 40歳代をピークと 

する山型となっていた。居住地区では「人口15万 
人以上の市」が最も多かった。また， 雇用形態は，

「正規雇用」が男性は63.5%， 女性は28.6% であった。

家族構成は，「ふたり親と子」世帯の「親」が最も多

く36.9%， 次が「夫婦のみ」世帯で16.8% であった。

2) 雇用形態別（表 2）
雇用形態別に栄養素摂取の過不足率をみると， 男

性は， すべての栄養素について， 統計的に有意な差

が見られなかった。女性については， ビタミン A，
ビタミン C， カリウムにて， 統計的に有意な差が見

られた。差が見られた栄養素においては， 正規， 非

正規雇用の女性の方が， 無職や不詳の女性よりも不

足の割合が高かった。

3) 家族構成別（表 3， 表 4）
男性については（表 3）， 家族構成により過不足

者の割合に有意差が見られた栄養素は， 総食物繊

維， ビタミン A， ビタミン D， ビタミン B2， 葉酸，

ビタミン C， カリウム， カルシウム， マグネシウ

ム， 鉄であった。差が見られた10の栄養素のう

ち， 不足の割合が高い栄養素が最も多かったのは，

「三世代世帯」の「親」であった。過不足者の割合

が低い栄養素が多かったのは，「ふたり親と子」世

帯の「子」であった。

女性においては（表 4）， 家族構成による過不足

者の割合に有意差があった栄養素は， 総たんぱく

質， n3系脂肪酸， ビタミン B2， ナイアシン， ビタ

ミン B12， 葉酸， ビタミン C， カリウム， カルシウ

ム， マグネシウム， 鉄， 脂肪エネルギー比率， 飽和

脂肪酸エネルギー比率， 炭水化物エネルギー比率の

14栄養素であった。差が見られた14の栄養素のう

ち，「一人暮らし」世帯においては， 過不足率が高

い栄養素が多く見られた。「三世代」世帯の「子」

では， 過不足率が低い栄養素が多かった。

2. ロジスティック回帰分析（表 5 男性， 表 6 女

性）

表 5 と 6 は， ロジスティック回帰分析の結果であ

る。まず， 男性の結果をみると， 家族構成， 年齢，

都市規模， 都道府県を統制しても， 雇用形態による

栄養素摂取量不足のオッズ比が統計的に有意であっ

た栄養素は 4 つであり，「正規」の男性に比べ，「非

正規」の男性は総食物繊維（オッズ比［OR］＝1.61 
95% 信頼区間［CI］: 1.04–2.49）， 葉酸（OR＝2.12 
95%CI: 1.15–3.89）， カリウム（OR＝1.81 95%CI:  
1.10–2.97）， マグネシウム（OR＝1.62 95%CI: 1.05–
2.50）において不足のオッズ比が高かった。家族構

成による栄養素摂取量不足のオッズ比が有意であっ

たのは， 総食物繊維， ビタミン A， ビタミン D， ビ

タミン K， ビタミン B2， ビタミン B6， 葉酸， ビタ

ミン C， カリウム， カルシウム， マグネシウム，

鉄， 脂肪エネルギー比率， 飽和脂肪酸エネルギー比

率であった。「ふたり親と子」世帯の「親」に比

べ，「一人暮らし」の男性は， ビタミン A 不足の

オッズ比が2.21（95%CI: 1.17–4.16）， ビタミン B2

のオッズ比が0.43（95%CI: 0.25–0.75）であった。

「三世代」の「親」はビタミン K 不足のオッズ比が

1.86（95%CI: 1.03–3.37）， 鉄不足のオッズ比が2.68
（95%CI: 1.28–5.60）， 飽和脂肪酸エネルギー比率の

過不足のオッズ比が0.54（95%CI: 0.30–0.95）であっ

た。この 2 つ以外の家族構成では，「夫婦のみ」世

帯においては 4 つ，「ふたり親と子」世帯の「子」

では10，「ひとり親と子」世帯の「親」では 2 つ，

「ひとり親と子」世帯の「子」では 1 つ，「三世代」

世帯の「子」では 2 つの栄養素において，「ふたり

親と子」世帯の「親」に比べて栄養素過不足のオッ

ズ比が低かった。

女性において， 雇用形態による栄養素摂取量不足

のオッズ比が統計的に有意であったのは， n6系脂

肪酸， 総食物繊維， ビタミン A， ビタミン C， 食塩

相当量， マグネシウムの 6 つの栄養素であった。

「正規」の女性に比べ，「非正規」の女性は， ビタミ

ン C 不足のオッズ比が1.41（95%CI: 1.03–1.92）で

あった。また，「無職」の女性は「正規」の女性 
に比べ食塩相当量が過剰のオッズ比が1.67（95%CI: 
1.00–2.77）， 総食物繊維不足のオッズ比が0.64
（95%CI: 0.45–0.91）， ビタミン A 不足のオッズ比が

0.70（95%CI: 0.49–0.99）であった。「不詳」の女性

は， n6系脂肪酸が不足のオッズ比が1.65（95%CI: 
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0]
1.

37
[0

.7
5 –2

.4
9]

マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
（
*4
）

1.
62

[1
.0

5–
2.

50
]

0.
75

[0
.4

5 –1
.2

5]
1.

01
[0

.7
0 –1

.4
6]

0.
95

[0
.5

7 –1
.5

6]
0.

66
[0

.4
6–

0.
96

]
0.

48
[0

.3
0–

0.
77

]
0.

48
[0

.2
1 –1

.1
0]

0.
71

[0
.3

5 –1
.4

6]
0.

70
[0

39
–1.

23
]

0.
32

[0
.0

9 –1
.0

9]
1.

00
[0

.5
7 –1

.7
7]

リ
ン
（
*5
）

0.
98

[0
.5

7 –1
.7

1]
0.

60
[0

.2
9 –1

.2
5]

1.
22

[0
.7

8 –1
.9

1]
1.

25
[0

.6
7 –2

.3
3]

0.
94

[0
.5

9 –1
.5

2]
0.

97
[0

.5
1 –1

.8
3]

0.
62

[0
.1

9 –2
.0

0]
0.

76
[0

.2
8 –2

.0
1]

1.
19

[0
.6

0 –2
.3

5]
0.

52
[0

.0
6 –4

.6
2]

1.
09

[0
.5

5 –2
.1

4]

鉄
（
*4
）

1.
25

[0
.6

4 –2
.4

7]
0.

96
[0

.4
1 –2

.2
6]

1.
05

[0
.6

0 –1
.8

6]
1.

34
[0

.6
1 –2

.9
7]

1.
73

[0
.9

7 –3
.0

9]
0.

44
[0

.2
0–

0.
98

]
1.

31
[0

.3
9 –4

.3
3]

1.
73

[0
.6

9 –4
.3

6]
2.

68
[1

.2
8–

5.
60

]
0.

87
[0

.1
5 –5

.1
1]

1.
72

[0
.7

3 –4
.0

6]

亜
鉛
（
*4
）

1.
50

[0
.7

7 –2
.9

5]
1.

30
[0

.5
7 –2

.9
4]

1.
10

[0
.5

9 –2
.0

4]
1.

58
[0

.7
2 –3

.4
7]

1.
59

[0
.8

5 –2
.9

5]
1.

38
[0

.5
9 –3

.2
1]

1.
56

[0
.4

5 –5
.4

9]
1.

22
[0

.4
0 –3

.7
7]

0.
83

[0
.2

8 –2
.4

3]
2.

13
[0

.2
1 –2

1.
96

]
1.

34
[0

.5
2 –3

.4
4]

銅
（
*4
）

該
当
数
が
少
な
い
た
め
推
計
不
可

た
ん
ぱ
く
質
エ
ネ
ル
ギ
ー

比
率

 （
*1
）

0.
82

[0
.5

2 –1
.2

9]
0.

79
[0

.4
6 –1

.3
4]

0.
95

[0
.6

5 –1
.3

8]
0.

97
[0

.5
8 –1

.6
3]

0.
82

[0
.5

6 –1
.2

1]
0.

73
[0

.4
4 –1

.1
9]

0.
78

[0
.3

3 –1
.8

3]
0.

92
[0

.4
4 –1

.9
0]

1.
18

[0
.6

7 –2
.0

6]
1.

82
[0

.5
5 –6

.0
1]

1.
02

[0
.5

8 –1
.8

0]

脂
肪
エ
ネ
ル
ギ
ー
比
率

（
*1
）

1.
05

[0
.6

8 –1
.6

0]
0.

66
[0

.4
0 –1

.1
0]

1.
01

[0
.7

0 –1
.4

5]
0.

98
[0

.6
0 –1

.6
0]

1.
03

[0
.7

1 –1
.4

9]
1.

02
[0

.6
4 –1

.6
2]

0.
40

[0
.1

7–
0.

96
]

0.
97

[0
.4

8 –1
.9

9]
0.

89
[0

.5
2 –1

.5
5]

2.
28

[0
.6

2 –8
.3

8]
1.

42
[0

.8
1 –2

.4
8]

飽
和
脂
肪
酸
エ
ネ
ル
ギ
ー

比
率
（
*1
）

0.
98

[0
.6

3 –1
.5

2]
0.

84
[0

.5
0 –1

.4
2]

0.
69

[0
.4

7 –1
.0

0]
0.

99
[0

.6
0 –1

.6
5]

1.
07

[0
.7

3 –1
.5

8]
1.

10
[0

.6
6 –1

.8
2]

0.
71

[0
.3

1 –1
.6

5]
1.

14
[0

.5
3 –2

.4
4]

0.
54

[0
.3

0–
0.

95
]

0.
28

[0
.0

8–
0.

92
]

0.
79

[0
.4

4 –1
.4

1]

炭
水
化
物
エ
ネ
ル
ギ
ー

 
比
率
（
*1
）

1.
14

[0
.7

4 –1
.7

5]
0.

70
[0

.4
2 –1

.1
6]

0.
94

[0
.6

5 –1
.3

5]
0.

77
[0

.4
7 –1

.2
7]

1.
20

[0
.8

2 –1
.7

5]
0.

73
[0

.4
6 –1

.1
7]

0.
78

[0
.3

4 –1
.8

1]
0.

65
[0

.3
2 –1

.3
4]

1.
18

[0
.6

8 –2
.0

4]
1.

11
[0

.3
4 –3

.6
5]

0.
85

[0
.4

9 –1
.4

9]

※
　
年
齢
，
都
市
規
模
，

都
道
府
県
を
統
制
し
た
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ッ
ク
回
帰
分
析
の
結
果
。
*1

 目
標
量

 過
不
足
　
*2

 目
標
量

 不
足
　
*3

 目
標
量

 過
剰
　
*4

 推
定
平
均
必
要
量

 不
足
　
*5

 目
安
量

 不
足
　
　
注

：
太
字
は

5
%

水
準
以
下
で
統
計
的
に
有
意

出
所

：
令
和
元
年
「
国
民

健
康
・
栄
養
調
査
」
お
よ
び
「
国
民
生
活
基
礎
調
査
」
か
ら
筆
者
計
算
。
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表
6

 
栄
養
素
過
不
足
を
被
説
明
変
数
と
す
る
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ッ
ク
回
帰
分
析
結
果

：
　
女
性
（

n
＝

1,
35

8）
　

雇
用
形
態
（
基
準

：
正
規

n
＝

41
1）

家
族
構
成
（
基
準

： 「
ふ
た
り
親
と
子
」
世
帯
の
「
親
」 

n
＝

53
4）

　
非
正
規

無
職

不
詳

一
人
暮
ら
し

夫
婦
の
み

ふ
た
り
親
と
子

 
（
子
）

ひ
と
り
親
と
子

 
（
親
）

ひ
と
り
親
と
子

 
（
子
）

三
世
代

 
（
親
）

三
世
代

 
（
子
）

そ
の
他
の

家
族
構
成

n
48

2
33

4
21

2
63

25
4

13
0

51
42

98
13

98

オ
ッ

ズ
比

95
%

C
I

オ
ッ

ズ
比

95
%

C
I

オ
ッ

ズ
比

95
%

C
I

オ
ッ

ズ
比

95
%

C
I

オ
ッ

ズ
比

95
%

C
I

オ
ッ

ズ
比

95
%

C
I

オ
ッ

ズ
比

95
%

C
I

オ
ッ

ズ
比

95
%

C
I

オ
ッ

ズ
比

95
%

C
I

オ
ッ

ズ
比

95
%

C
I

オ
ッ

ズ
比

95
%

C
I

総
た
ん
ぱ
く
質
（
*4
）

該
当
数
が
少
な
い
た
め
推
計
不
可

n6
系
脂
肪
酸
（
*5
）

1.
15

[0
.8

0 –1
.6

6]
1.

36
[0

.9
1 –2

.0
3]

1.
65

[1
.0

1–
2.

69
]

0.
82

[0
.4

1 –1
.6

6]
1.

29
[0

.8
8 –1

.8
8]

1.
09

[0
.6

2 –1
.9

1]
1.

01
[0

.5
0 –2

.1
1]

1.
73

[0
.8

1 –3
.7

0]
1.

69
[0

.9
5 –2

.9
8]

0.
60

[0
.1

2 –3
.1

1]
0.

84
[0

.4
6 –1

.5
3]

n3
系
脂
肪
酸
（
*5
）

1.
15

[0
.8

5 –1
.5

7]
0.

99
[0

.7
0 –1

.4
1]

1.
16

[0
.7

5 –1
.7

9]
1.

26
[0

.7
1 –2

.2
3]

1.
01

[0
.7

2 –1
.4

1]
0.

60
[0

.3
6–

0.
98

]
1.

18
[0

.6
4 –2

.1
7]

0.
84

[0
.4

2 –1
.6

7]
0.

92
[0

.5
5 –1

.5
4]

0.
11

[0
.0

1–
0.

95
]

0.
92

[0
.5

6 –1
.4

9]

総
食
物
繊
維
（
*2
）

0.
93

[0
.6

9 –1
.2

6]
0.

64
[0

.4
5–

0.
91

]
0.

78
[0

.5
1 –1

.2
2]

1.
32

[0
.7

4 –2
.3

5]
0.

97
[0

.6
9 –1

.3
6]

0.
42

[0
.2

6–
0.

69
]

0.
95

[0
.5

2 –1
.7

6]
0.

59
[0

.2
9 –1

.1
9]

0.
86

[0
.5

2 –1
.4

5]
0.

55
[0

.1
6 –1

.9
3]

0.
77

[0
.4

7 –1
.2

7]

ビ
タ
ミ
ン

A
（
*4
）

0.
92

[0
.6

7 –1
.2

6]
0.

70
[0

.4
9–

0.
99

]
0.

62
[0

.4
0–

0.
95

]
1.

42
[0

.7
8 –2

.6
2]

0.
86

[0
.6

1 –1
.2

1]
0.

72
[0

.4
5 –1

.1
7]

1.
10

[0
.5

8 –2
.1

0]
0.

76
[0

.3
8 –1

.5
3]

0.
90

[0
.5

3 –1
.5

2]
1.

08
[0

.2
9 –4

.0
5]

1.
33

[0
.8

0 –2
.2

4]

ビ
タ
ミ
ン

D
（
*4
）

1.
30

[0
.9

5 –1
.7

9]
1.

33
[0

.9
3 –1

.9
1]

1.
30

[0
.8

3 –2
.0

4]
0.

89
[0

.4
9 –1

.6
2]

0.
82

[0
.5

8 –1
.1

7]
0.

74
[0

.4
6 –1

.1
9]

0.
94

[0
.4

9 –1
.8

0]
1.

10
[0

.5
3 –2

.3
0]

1.
39

[0
.8

0 –2
.4

1]
2.

69
[0

.6
4 –1

1.
37

]
0.

83
[0

.5
0 –1

.3
6]

ビ
タ
ミ
ン

E（
*5
）

1.
34

[0
.9

8 –1
.8

2]
0.

96
[0

.6
7 –1

.3
7]

1.
19

[0
.7

6 –1
.8

5]
0.

96
[0

.5
3 –1

.7
4]

1.
04

[0
.7

4 –1
.4

7]
0.

78
[0

.4
8 –1

.2
6]

0.
96

[0
.5

1 –1
.8

0]
1.

24
[0

.6
1 –2

.5
0]

0.
75

[0
.4

5 –1
.2

7]
0.

51
[0

.1
5 –1

.7
7]

0.
56

[0
.3

3–
0.

94
]

ビ
タ
ミ
ン

K
（
*5
）

0.
92

[0
.6

7 –1
.2

7]
0.

81
[0

.5
6 –1

.1
6]

0.
75

[0
.4

7 –1
.1

9]
1.

04
[0

.5
7 –1

.9
0]

1.
33

[0
.9

4 –1
.9

0]
1.

08
[0

.6
6 –1

.7
7]

0.
81

[0
.4

3 –1
.5

6]
1.

44
[0

.7
2 –2

.8
6]

1.
17

[0
.6

7 –2
.0

2]
1.

63
[0

.4
2 –6

.2
9]

1.
02

[0
.6

0 –1
.7

7]

ビ
タ
ミ
ン

B 1
（
*4
）

1.
22

[0
.9

0 –1
.6

6]
0.

79
[0

.5
6 –1

.1
2]

1.
11

[0
.7

2 –1
.7

1]
1.

19
[0

.6
6 –2

.1
2]

0.
80

[0
.5

7 –1
.1

3]
0.

74
[0

.4
6 –1

.1
8]

1.
30

[0
.7

0 –2
.4

1]
1.

13
[0

.5
7 –2

.2
4]

1.
36

[0
.8

2 –2
.2

8]
1.

28
[0

.3
6 –4

.5
4]

1.
14

[0
.7

0 –1
.8

6]

ビ
タ
ミ
ン

B 2
（
*4
）

1.
01

[0
.7

3 –1
.4

1]
0.

98
[0

.6
8 –1

.4
2]

1.
12

[0
.7

1 –1
.7

8]
0.

53
[0

.2
7 –1

.0
1]

0.
54

[0
.3

7–
0.

80
]

1.
06

[0
.6

5 –1
.7

1]
0.

89
[0

.4
6 –1

.7
2]

0.
40

[0
.1

7–
0.

93
]

1.
10

[0
.6

5 –1
.8

8]
0.

94
[0

.2
6 –3

.3
7]

0.
94

[0
.5

6 –1
.5

8]

ナ
イ
ア
シ
ン
（
*4
）

該
当
数
が
少
な
い
た
め
推
計
不
可

ビ
タ
ミ
ン

B 6
（
*4
）

1.
10

[0
.8

0 –1
.5

1]
1.

00
[0

.7
0 –1

.4
3]

0.
98

[0
.6

2 –1
.5

5]
1.

03
[0

.5
7 –1

.8
7]

0.
77

[0
.5

4 –1
.1

0]
0.

51
[0

.3
1–

0.
84

]
0.

71
[0

.3
7 –1

.3
7]

0.
52

[0
.2

4 –1
.1

3]
0.

77
[0

.4
5 –1

.3
1]

0.
66

[0
.1

9 –2
.3

0]
0.

95
[0

.5
7 –1

.5
8]

ビ
タ
ミ
ン

B 1
2（

*4
）

0.
95

[0
.6

6 –1
.3

6]
1.

15
[0

.7
7 –1

.7
1]

0.
84

[0
.4

9 –1
.4

2]
1.

03
[0

.5
4 –1

.9
6]

0.
52

[0
.3

4–
0.

79
]

0.
54

[0
.3

0–
0.

97
]

1.
14

[0
.5

7 –2
.2

7]
0.

52
[0

.2
2 –1

.2
4]

0.
89

[0
.4

9 –1
.6

1]
0.

55
[0

.1
1 –2

.7
9]

0.
97

[0
.5

5 –1
.7

0]

葉
酸
（
*4
）

1.
38

[0
.9

2 –2
.0

7]
1.

27
[0

.8
0 –1

.9
9]

1.
06

[0
.5

8 –1
.9

3]
0.

44
[0

.1
9 –1

.0
3]

0.
56

[0
.3

5–
0.

90
]

0.
75

[0
.4

2 –1
.3

5]
0.

58
[0

.2
5 –1

.3
3]

0.
31

[0
.1

0–
0.

98
]

1.
53

[0
.8

2 –2
.8

5]
0.

88
[0

.1
9 –4

.1
6]

0.
56

[0
.2

7 –1
.1

4]

パ
ン
ト
テ
ン
酸
（
*5
）

1.
08

[0
.7

1 –1
.6

3]
1.

03
[0

.6
5 –1

.6
2]

0.
86

[0
.4

7 –1
.5

6]
0.

69
[0

.3
3 –1

.4
1]

0.
89

[0
.5

8 –1
.3

5]
0.

77
[0

.3
7 –1

.5
9]

0.
87

[0
.3

8 –1
.9

9]
0.

60
[0

.2
2 –1

.6
0]

1.
60

[0
.8

3 –3
.1

0]
0.

63
[0

.0
7 –5

.7
3]

0.
90

[0
.4

9 –1
.6

7]

ビ
タ
ミ
ン

C
（
*4
）

1.
41

[1
.0

3–
1.

92
]

0.
91

[0
.6

4 –1
.2

9]
1.

04
[0

.6
7 –1

.6
2]

0.
42

[0
.2

3–
0.

77
]

0.
66

[0
.4

7–
0.

94
]

0.
44

[0
.2

7–
0.

72
]

0.
68

[0
.3

7 –1
.2

7]
0.

38
[0

.1
8–

0.
78

]
0.

92
[0

.5
4 –1

.5
6]

0.
27

[0
.0

8–
0.

96
]

0.
56

[0
.3

4–
0.

93
]

食
塩
相
当
量
（
*3
）

0.
98

[0
.6

5 –1
.4

7]
1.

67
[1

.0
0–

2.
77

]
1.

74
[0

.8
8 –3

.4
5]

1.
03

[0
.4

6 –2
.3

2]
0.

81
[0

.5
1 –1

.2
9]

2.
27

[1
.1

0–
4.

75
]

0.
58

[0
.2

8 –1
.2

3]
2.

62
[0

.7
4 –9

.2
8]

1.
47

[0
.6

9 –3
.1

5]
2.

98
[0

.3
3 –2

6.
86

]
1.

73
[0

.8
0 –3

.7
9]

カ
リ
ウ
ム
（
*2
）

0.
97

[0
.6

9 –1
.3

5]
0.

73
[0

.5
1 –1
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1.01–2.69）， ビタミン A 不足のオッズ比が0.62
（95%CI: 0.40–0.95）， マグネシウム不足のオッズ比

が0.58（95%CI: 0.37–0.92）であった。また， 男性

と同様に， 家族構成も栄養素の過不足と関連してお

り， n3系脂肪酸， 総食物繊維， ビタミン E， ビタミ

ン B2， ビタミン B6， ビタミン B12， 葉酸， ビタミン

C， 食塩相当量， カリウム， カルシウム， マグネシ

ウム， 鉄， たんぱく質エネルギー比率， 飽和脂肪酸

エネルギー比率， 炭水化物エネルギー比率にて， 統

計的に有意な差が見られた。これら16の栄養素のう

ち，「一人暮らし」の女性においては 2 つ，「夫婦の

み」の女性は 8 つ，「ふたり親と子」世帯の「子」

は 9 つ，「ひとり親と子」世帯の「子」は 3 つ，「三

世代」世帯に「親」は 1 つ，「三世代」世帯の「子」

は 4 つ，「その他の家族構成」世帯の女性は 4 つの

栄養素において，「ふたり親と子」世帯の「親」よ

りも栄養素過不足のオッズ比が低かった。「ふたり

親と子」世帯の「親」に比べ， 栄養素過不足のオッ

ズ比が高かったのは， 炭水化物エネルギー比率にお

ける「一人暮らし」世帯と（OR＝1.89， 95%CI: 
1.05–3.39），「ふたり親と子」世帯の「子」の食塩

相当量（OR＝2.27， 95%CI: 1.10–4.75）であった。

Ⅳ 考 察

本稿の分析から， 家族構成を統制しても， 男性に

おいては， いくつかの栄養素において， 非正規労働

者の方が正規労働者に比べ不足の割合が高いことが

確認された。非正規労働者は， 正規労働者に比べ所

得が低いことが知られており16)， 金銭的制約が栄養

格差の背景にある可能性が示唆される。一方で， 現

役世代の栄養状況は， 金銭的以外の制約とも関連し

ていることが伺われる。「一人暮らし」の男女の栄

養素摂取過不足に加え， 男女ともに， 雇用形態を統

制しても，「ふたり親と子」世帯の「親」の栄養素

摂取不足者の割合が，「夫婦のみ世帯」の者に比べ

て高いことは，「時間的制約」が栄養格差の要因で

ある可能性がある。この傾向はとくに女性に顕著で

あり， 日本の子育て中の女性の仕事および家事時間

が先進諸国の中でも最も長いこと13) とも整合性が

ある。また， 男性の「三世代」世帯の「親」は，

「ふたり親」世帯の「親」よりもビタミン K および

鉄の摂取量が不足となるオッズ比が高く， 祖父母世

代と孫世代に挟まれた男性への着目も必要であろ

う。

しかしながら， この家族構成の男女は政策対象と

して注目されておらず， 今回の分析において， 彼ら

の食をはじめとする「生活の質」の改善の必要性が

示唆されたことは重要である。とくに， 鉄摂取量に

ついては，「ふたり親と子」世帯の母親は，「一人暮

らし」，「夫婦のみ」，「その他の家族構成」，「ふたり

親世帯の子」，「三世代世帯の子」の女性よりも， 推

定平均必要量未満の摂取量の者が有意に多かった。

鉄の欠乏は貧血や運動機能， 認知機能等の低下を招

くことが知られており， とくに女性において懸念さ

れる。また， カルシウム摂取量については， 女性に

おいて，「夫婦のみ」世帯に比べ，「ふたり親と子」

世帯の「親」は， 推定平均必要量未満の摂取量の者

が有意に多かった。女性においては， 閉経に伴うエ

ストロゲンの減少により， 閉経後10年程度の間に骨

量の減少が著しくなることから， 骨粗鬆症の発症リ

スクが男性よりも高い状況にある17)。以上を踏まえ

ると， 女性全体において十分なカルシウムの摂取は

重要であるが， とくに「ふたり親と子」世帯の女性

において， カルシウム摂取不足の割合を減少させる

ことは， 我が国における女性の骨粗鬆症患者の現状

に寄与しうると考えられる。鉄， カルシウム以外に

おいては， 食物繊維， ビタミン A・C・B 群， n3・
n6系脂肪酸， カリウム・マグネシウム等の不足，

ならびに飽和脂肪酸・炭水化物比率の偏りや食塩過

剰が属性により有意に観察された。これらは造血・

免疫・骨代謝・血圧調整・糖脂質代謝・腸内環境に

かかわる栄養素群で， 非感染性疾患リスクとの関連

が報告されており， 一次予防が公衆衛生上重要であ

る18)。雇用形態と世帯構成に応じた柔軟な食環境整

備や政策対応が必要である。

このように， 本分析からはいくつかの新しい知見

が見いだされたものの， 限界点も残る。一つは， 金

銭的制約19)も， 時間的制約13)も， 女性については，

「ふたり親と子」の「親」よりも厳しい状況に置か

れている「ひとり親と子」世帯の「親」にて， 栄養

素摂取不足となる割合の差が検出されなかったこと

である。これは， ロジスティック回帰分析にて所得

など経済状況を十分に調整できなかったことによる

可能性があり， 本稿の大きな限界点である。本稿の

もう 1 つの限界は， データの記載方法のバイアスの

可能性である。過去の検討によると， 案分法は秤量

法による実測値から得られた摂取量と良好な相関関

係にあるが， 過小評価の傾向にあり， その要因の 1
つに， 世帯人数が多いことが挙げられている20)。ま

た， 多人数世帯においては， 世帯員全員の間食や外

食を調査の回答者が正確に把握するのが難しいと考

えられる。さらに， 1 日間の食事記録による栄養素

摂取の評価は， 過不足者の割合が過大評価されるこ

とが知られており21)， より習慣的な食事摂取量に

よって正確な栄養素摂取量を把握する必要があるだ

ろう。
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Ⅴ 結 語

本稿の分析から， 現役世代における栄養格差に，

雇用形態と家族構成の両方が関連していることがわ

かった。「夫婦のみ」世帯に比べ，「ふたり親と子」

世帯の母親および父親，「三世代」世帯の父親な

ど， これまであまり着目されてこなかった層につい

ても栄養素の不足の割合が高い実態があることを踏

まえ， 様々な要因に対応した政策を考案する必要が

ある。
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Association between employment status, family structure, and nutrient adequacy  
in Japanese working-age adults

Aya ABE*, Chika HORIKAWA2* and Yurika KYAN3*

Key words : nutrition adequacy, work status, family structure

Objectives　The aim of this study was to analyze the association between employment status, family structure, 
and nutrient adequacy in working-age Japanese adults (aged 20–64 years).

Methods　Data from the 2019 National Health and Nutrition Survey and the Comprehensive Survey of Living 
Conditions, conducted by the Ministry of Health, Labour and Welfare, were used to examine the associ-
ations between nutrient adequacy and employment status (full-time, part-time, unemployed, or not 
applicable) and family structure (single, couple only, two-parents and child [parent, child], single parent 
and child [parent, child], three-generations [parent, child], and other family structures). Logistic regres-
sion analysis was performed with nutrient deficiency as the dependent variable and employment status 
and family structure as independent variables, controlling for age, municipality size, and prefecture of 
residence.

Results　 The association between employment status and nutrient adequacy, as assessed by the chi-squared test, 
showed statistically significant differences in the percentage of nutrient inadequacy across employment 
status categories among women for three nutrients, but not among men. The chi-squared test between 
family structure and nutrient adequacy showed statistically significant differences for 10 nutrients for men 
and 14 nutrients for women. Among men, parents in three-generation families had higher inadequacy 
rates; among women, those living alone showed higher inadequacy rates. Logistic regression revealed 
that, compared with those in full-time employment, men in part-time employment had statistically higher 
inadequacy in total fiber, folic acid, potassium, and magnesium. For women, employment status was asso-
ciated with inadequacy of n-6 fatty acids, total fiber, vitamin A, vitamin C, salt equivalents, and magne-
sium. Furthermore, nutrient inadequacy differed significantly by family structure for 14 nutrients in men 
and 16 nutrients in women. For men, single individuals, and parents in three-generation families showed 
statistically higher inadequacy rates for some nutrients, while for women, of the 16 nutrients showing sta-
tistically significant differences, children in “two-parent and child families” and women in “couple-only 
families” showed lower rates of nutrient inadequacy for 9 and 8 nutrients, respectively.

Conclusion　 Nutritional disparities among working-age adults are associated with employment patterns and 
family structure. In addition, nutrient excesses and deficiencies were identified in groups previously over-
looked, such as parents in two-parent and child households and three-generation households, highlighting 
the need for policies that address these diverse factors.
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